
  
 

一 

 
 

 

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

 

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

第
四
条
の
う
ち
検
察
庁
法
第
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
を
も
つ
て
」
を
「
（
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
者
を
除
く
。
）

を
も
つ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
同
条
第
一
項
の
次
に
六
項
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
改
め
、
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
六
項
を
加
え
る
」
を
「
改
め
る
」
に
改
め
、
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
削
る
。 

 

第
四
条
の
う
ち
検
察
庁
法
第
十
条
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
を
も
つ
て
」
を
「
（
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
者
を
除
く
。
）

を
も
つ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
同
条
第
一
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
改
め
、
同
条
第
一

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
」
を
「
改
め
る
」
に
改
め
、
第
二
項
を
削
る
。 

 

第
四
条
中
検
察
庁
法
第
十
一
条
の
改
正
規
定
を
削
る
。 

 

第
四
条
の
う
ち
検
察
庁
法
第
二
十
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
二
十
条
の
二
中
「
国
家
公
務
員
法
」
の
下

に
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
四
条
の
う
ち
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
に
七
項
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
第
四
項
中
「
法
務
大
臣
は
、
」
を
削
り
、
「
が

年
齢
」
を
「
は
、
年
齢
が
」
に
、
「
翌
日
に
」
を
「
翌
日
に
、
」
に
、
「
任
命
す
る
」
を
「
任
命
さ
れ
る
」
に
改
め
、
第
八
項



 

  
 

二 

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 
検
察
官
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
七
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

第
四
条
の
う
ち
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
に
七
項
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
七
項
」
を
「
二
項
」
に
改
め
、
第
二
項
、
第
三
項

及
び
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
削
る
。 

 

第
四
条
の
う
ち
検
察
庁
法
附
則
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
附
則
第
四
条
中
「
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の
六
第

一
項
の
規
定
」
を
「
定
年
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
の
う
ち
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
の
う
ち
附
則
第
五
条
第
二
項
中
「
第
二

十
二
条
第
四
項
又
は
第
七
項
」
を
「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
三
条
第
五
項
中
「
職
員
（
」
の
下
に
「
検
察
官
を
除
く
。
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

７ 

施
行
日
の
前
日
ま
で
に
新
検
察
庁
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
新
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
定
年
に
達
し
て
い
る
検
察
官
は
、
施
行
日
に
退
官
す
る
。 

 

附
則
第
三
条
第
八
項
を
削
り
、
同
条
中
第
九
項
を
第
八
項
と
し
、
第
十
項
を
第
九
項
と
し
、
第
十
一
項
を
第
十
項
と
し
、
第

十
二
項
を
第
十
一
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 



  
 

三 

 

施
行
日
の
前
日
ま
で
に
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
て
い
る
検
事
正
又
は
上
席
検
察
官
の
職
を
占
め
る
職
員
（
第
七
項
に
規

定
す
る
検
察
官
を
除
く
。
）
は
、
施
行
日
に
他
の
職
に
補
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

附
則
第
三
条
第
十
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

施
行
日
の
前
日
ま
で
に
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
て
い
る
次
長
検
事
又
は
検
事
長
の
官
及
び
職
を
占
め
る
職
員
（
第
七
項

に
規
定
す
る
検
察
官
を
除
く
。
）
は
、
施
行
日
に
検
事
に
任
命
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

附
則
第
三
条
第
十
四
項
を
削
り
、
同
条
第
十
五
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
六
項
中
「
第
十
一
項
」
を
「
第
十
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
五
項
と
す
る
。 

 

附
則
第
八
条
第
八
項
中
「
附
則
第
三
条
第
十
一
項
」
を
「
附
則
第
三
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。 


